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新疆における盛世才の統治と粛清
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一
　
問
題
の
所
在

　
二
〇
世
紀
前
半
の
新
疆
に
お
い
て
は
、
少
数
派
の
支
配
民
族
た
る
漢
民
族
が
統
治
権
力
を
維
持
し
続
け
た
。
漢
族
は
全
人
口
の
数
パ
ー

セ
ン
ト
に
過
ぎ
ず
、
他
の
被
支
配
諸
民
族
と
は
言
語
、
文
化
、
宗
教
、
風
貌
す
べ
て
に
お
い
て
完
全
に
異
な
っ
て
い
た
。
国
民
国
家
形
成

を
促
す
条
件
は
、
経
済
、
教
育
、
交
通
な
ど
の
諸
側
面
で
い
ず
れ
も
未
発
達
で
あ
っ
た
。

　
中
央
政
府
は
新
疆
を
統
治
す
る
実
質
的
な
力
を
有
し
て
お
ら
ず
、
新
疆
は
名
目
上
中
国
の
主
権
下
に
あ
り
な
が
ら
、
実
際
に
は
独
立
国

家
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
漢
族
地
域
権
力
は
中
央
政
府
の
統
制
か
ら
は
自
由
で
あ
っ
た
が
、「
中
国
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

下
に
新
疆
を
統
治
し
た
。
そ
し
て
植
民
地
主
義
と
戦
争
の
時
代
の
中
で
、
歴
代
の
漢
族
地
域
権
力
は
新
疆
の
近
代
化
と
領
土
の
保
全
を
統

治
の
重
要
な
課
題
と
し
て
抱
え
て
い
た
。
新
疆
の
統
治
者
は
そ
れ
ぞ
れ
に
、
中
央
政
府
の
支
配
下
に
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
別
の
意
味
で

新
疆
が
「
中
国
」
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
自
身
の
想
定
に
基
づ
き
、
ま
た
新
疆
自
体
の
近
代
化
を
目
標
と
し
て
統
治
を
お
こ
な
っ
た
の
で

あ
り
、
こ
の
両
者
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
き
た
か
を
見
る
こ
と
は
新
疆
の
「
中
国
」
へ
の
統
合
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

　
一
九
三
三
年
に
新
疆
の
最
高
権
力
者
と
な
っ
た
盛
世
才
は
、
当
初
ソ
連
の
影
響
を
受
け
て
民
族
平
等
政
策
を
実
施
し
、
各
民
族
の
存
在

を
認
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
方
法
を
通
じ
て
、
新
疆
に
お
け
る
中
国
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
形
成
を
図
ろ
う
と
し（
1
）た。

近

代
化
と
領
土
の
保
全
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
は
、
支
配
民
族
と
被
支
配
諸
民
族
と
の
間
の
文
化
的
断
絶
を
架
橋
し
、
支
配
民
族
と
非
支

配
諸
民
族
と
い
う
区
分
自
体
を
実
質
の
な
い
も
の
に
す
る
こ
と
は
不
可
欠
な
道
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
言
語
と
教
育
、
政
治
へ
の
参
加
は

重
要
な
焦
点
で
あ
り
、
民
族
語
に
よ
る
教
育
を
お
こ
な
う
学
校
建
設
運
動
と
、
行
政
へ
の
非
漢
族
の
参
加
は
、
不
十
分
な
点
を
多
々
残
し

な
が
ら
も
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
形
成
の
た
め
の
一
歩
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
盛
世
才
政
権
の
民
族
政
策
は
一
九
三
七
年
に
は
実
質
的
に
破
綻
し
て
し
ま
っ
た
。
破
綻
を
も
た
ら
し
た
要
因
は
ひ
と
つ
に
は
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集
権
化
を
当
地
民
族
の
自
治
的
状
況
よ
り
も
優
先
し
た
た
め
に
、
南
疆
の
有
力
者
で
あ
っ
た
マ
フ
ム
ー
ド
の
逃
亡
と
南
疆
で
の
反
乱
を
引

き
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る（
2
）が、

決
定
的
な
要
因
は
三
七
年
後
半
か
ら
三
八
年
前
半
に
か
け
て
盛
世
才
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た

大
規
模
粛
清
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
名
目
上
は
民
族
平
等
政
策
の
看
板
は
掲
げ
続
け
ら
れ
た
も
の
の
、
実
質
的
に
は
抑
圧
体
制
下

で
ネ
イ
シ
ョ
ン
形
成
は
頓
挫
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
盛
世
才
は
当
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
非
常
に
道
徳
的
お
よ
び
政
治
的
批
判
を
受
け
や
す
い
人
物
で
あ
る
。
政
治
的
手
法
の
残
酷
さ
や

粛
清
さ
れ
た
人
々
の
没
収
財
産
の
一
部
を
横
領
す
る
な
ど
、
人
間
的
に
非
難
さ
れ
る
面
は
確
か
に
存
在
す
る
が
、
そ
れ
以
上
に
ラ
テ
ィ
モ

ア
が
「
カ
メ
レ
オ
ン
軍（
3
）閥」

と
称
し
た
よ
う
に
ソ
連
、
中
国
共
産
党
、
中
国
国
民
党
と
そ
れ
ぞ
れ
手
を
結
び
、
一
方
的
に
関
係
を
絶
っ
た

経
験
が
特
に
歴
史
的
評
価
の
低
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
盛
世
才
に
対
す
る
中
国
大
陸
の
研
究
の
伝
統
的
評
価
は
、
彼
の
行
動
の
基
準
は

自
身
の
権
力
維
持
で
あ
り
、
ソ
連
へ
の
依
存
や
中
国
共
産
党
と
の
提
携
は
「
偽
装
進
歩
」
で
あ
り
、
そ
の
本
質
は
反
動
的
な
「
軍
閥
」
で

あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ（
4
）た。
最
初
に
そ
れ
と
異
な
る
盛
世
才
像
を
描
い
た
の
は
ア
レ
ン
・
Ｓ
・
ホ
ワ
ィ
テ
ィ
ン
グ
で
あ
っ
た
。
彼
は
盛

世
才
と
の
共
著
の
中
で
、
主
に
盛
世
才
の
回
想
録
に
依
拠
し
な
が
ら
、
盛
の
社
会
主
義
信
奉
が
本
気
で
あ
り
、
彼
は
新
疆
を
中
国
に
お
け

る
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
モ
デ
ル
に
し
よ
う
と
し
た
と
論
じ（
5
）た。
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
新
し
い
史
料
の
発
掘
と
と
も
に
、
中
国
に
お
い
て
も
盛

世
才
の
社
会
主
義
信
奉
を
彼
の
転
向
ま
で
は
「
偽
装
」
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
研
究
が
生
ま
れ
て
い（
6
）る。

　
本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
研
究
潮
流
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
民
族
政
策
の
実
質
的
な
破
綻
を
決
定
づ
け
た
大
規
模
粛
清
に
盛
世
才
を
駆
り
立

て
た
要
因
は
何
な
の
か
、
そ
の
結
果
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
政
治
体
制
は
国
家
建
設
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
形
成
と
い
う
点
で
新
疆
の
住
民
、
特
に

南
疆
の
ウ
イ
グ
ル
社
会
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ（
7
）る。
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二
　
盛
世
才
に
よ
る
大
規
模
粛
清

㈠
　
ク
ー
デ
タ
へ
の
危
機
感

　
一
九
三
七
年
八
月
か
ら
三
八
年
前
半
に
か
け
て
、
ウ
ル
ム
チ
を
中
心
と
し
た
新
疆
各
地
で
盛
世
才
に
よ
る
大
規
模
な
粛
清
が
展
開
さ
れ

た
。
こ
の
粛
清
の
対
象
は
民
族
を
問
わ
ず
、
思
想
傾
向
を
問
わ
ず
、
官
僚
、
教
員
、
富
裕
商
人
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
人
員
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ 

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
た
人
数
は
お
よ
そ
二
八
〇
〇
名
と
さ
れ（
8
）る。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
粛
清
が
こ
の
時
期
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
か
。

『
新
疆
簡
史
』
は
、
抗
日
戦
争
の
勃
発
に
よ
っ
て
国
民
政
府
が
新
疆
に
注
意
を
向
け
る
余
裕
が
な
く
な
っ
た
こ
と
、
一
九
三
六
年
に
ソ
連

で
「
清
党
運
動
」
が
展
開
さ
れ
、
盛
世
才
が
そ
の
運
動
の
拡
大
を
利
用
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
ス
タ
ー
リ
ン
が
中
国
に
お
い
て
も
ト
ロ
ツ

キ
ス
ト
の
摘
発
を
進
め
よ
う
と
し
た
こ
と
、
マ
フ
ム
ー
ド
・
馬
虎
山
の
反
乱
が
少
数
民
族
系
の
指
導
者
を
打
倒
す
る
口
実
に
な
っ
た
こ
と

を
挙
げ
て
説
明
し
て
い（
9
）る。

　
粛
清
の
主
要
な
動
機
が
、
盛
世
才
の
権
力
の
維
持
、
強
化
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
問
題
は
な
ぜ
こ
の
時
期
に
こ
れ
ほ
ど
大
規
模

な
粛
清
が
実
行
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
国
民
政
府
は
一
九
三
五
年
七
月
に
駐
ソ
大
使
館
付
武
官
の
鄧
文
儀
を
新
疆
に
派
遣
し
た

の
を
最
後
に
、
新
疆
に
対
し
て
直
接
的
な
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
）
10
（

た
。
盛
世
才
は
国
民
政
府
の
「
不
抵
抗
政

策
」
に
強
い
不
満
を
も
っ
て
お
り
、
蒋
介
石
や
国
民
政
府
の
打
倒
さ
え
も
望
ん
で
い
）
11
（

た
。
こ
の
よ
う
に
日
中
全
面
戦
争
開
始
以
前
か
ら
新

疆
は
国
民
政
府
の
意
向
を
気
に
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
て
お
り
、
盛
世
才
自
身
に
そ
の
気
も
な
か
っ
た
た
め
、『
新
疆
簡
史
』
が
言
う
よ

う
に
国
民
政
府
が
新
疆
に
注
意
を
向
け
る
余
裕
が
な
く
な
っ
た
こ
と
が
、
盛
世
才
の
行
動
に
影
響
を
与
え
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ソ
連

で
の
ス
タ
ー
リ
ン
に
よ
る
粛
清
が
盛
世
才
に
影
響
を
与
え
た
と
し
て
、
そ
れ
は
「
利
用
」
と
い
う
側
面
し
か
も
た
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ

こ
で
は
よ
り
具
体
的
に
こ
の
粛
清
を
も
た
ら
し
た
諸
要
因
を
検
討
し
、
盛
世
才
が
ど
の
よ
う
な
動
機
に
基
づ
い
て
新
疆
統
治
を
お
こ
な
っ
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て
い
た
の
か
を
検
討
し
た
）
12
（
い
。

　
最
初
に
挙
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
盛
世
才
の
ク
ー
デ
タ
へ
の
危
機
感
で
あ
る
。
民
国
期
以
降
、
新
疆
に
お
け
る
政
権
交

代
は
、
楊
増
新
を
殺
害
し
た
「
七
七
ク
ー
デ
タ
」（
一
九
二
八
年
）、
金
樹
仁
を
追
い
落
と
し
た
「
四
一
二
ク
ー
デ
タ
」（
一
九
三
三
年
）、
盛

世
才
自
身
が
自
身
の
権
力
掌
握
の
た
め
に
お
こ
な
っ
た
陶
明
樾
、
陳
中
、
李
笑
天
殺
害
の
ク
ー
デ
タ
（
一
九
三
三
年
）
な
ど
、
全
て
ク
ー

デ
タ
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
盛
世
才
が
次
の
ク
ー
デ
タ
の
発
生
を
恐
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
今
回
の
粛
清
の
最
初
の
主
要

な
犠
牲
者
は
教
育
廳
長
の
張
馨
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
七
七
ク
ー
デ
タ
」
と
「
四
一
二
ク
ー
デ
タ
」
双
方
に
関
与
し
た
（
あ
る
い
は
関
与
を

疑
わ
れ
た
）
人
物
で
あ
り
、
盛
世
才
と
の
間
に
矛
盾
が
あ
っ
）
13
（

た
。
彼
の
逮
捕
を
皮
切
り
に
、
省
政
府
、
督
弁
公
署
の
主
要
幹
部
が
続
々
逮

捕
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
ま
た
、
粛
清
開
始
前
の
一
九
三
七
年
四
月
に
は
、
カ
シ
ュ
ガ
ル
区
に
お
け
る
ウ
イ
グ
ル
の
最
有
力
軍
事
指
導
者
で
あ
っ
た
マ
フ
ム
ー
ド

の
イ
ン
ド
逃
亡
事
件
が
起
こ
り
、
五
月
三
〇
日
に
は
マ
フ
ム
ー
ド
の
残
存
部
隊
と
ホ
ー
タ
ン
の
馬
虎
山
回
族
部
隊
が
共
に
蜂
起
し
た
。
蜂

起
軍
は
一
時
カ
シ
ュ
ガ
ル
新
市
を
除
く
カ
シ
ュ
ガ
ル
区
、
ホ
ー
タ
ン
区
の
主
要
都
市
を
支
配
下
に
お
き
、
九
月
に
ソ
連
軍
の
介
入
に
よ
っ

て
鎮
圧
さ
れ
た
。
盛
世
才
の
粛
清
は
こ
の
蜂
起
の
最
終
局
面
で
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
南
疆
で
の
少
数
民
族
に
よ
る
蜂
起
が
、
盛
世
才
の
ク
ー
デ
タ
へ
の
危
機
感
を
増
幅
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
最
初
の
粛
清

で
張
馨
と
と
も
に
逮
捕
さ
れ
た
者
に
、
モ
ン
ゴ
ル
族
の
西
里
克
（
新
疆
省
教
育
廳
副
廳
長
兼
ウ
ル
ム
チ
・
モ
ン
ゴ
ル
文
化
促
進
会
会
長
）
が
い
た
。

彼
の
娘
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
マ
フ
ム
ー
ド
の
残
存
部
隊
が
挙
兵
す
る
際
に
、
西
里
克
に
挙
兵
へ
の
支
持
と
新
疆
各
地
の
モ
ン
ゴ
ル
へ
一
致

行
動
を
呼
び
か
け
る
よ
う
求
め
る
手
紙
を
書
き
、
そ
れ
が
盛
世
才
の
手
に
落
ち
た
た
め
に
逮
捕
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
）
14
（

る
。
こ
れ
が
事
実
か

ど
う
か
確
証
は
な
い
が
、
マ
フ
ム
ー
ド
自
身
、
新
疆
の
主
要
な
非
漢
族
有
力
者
間
に
連
絡
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
お
）
15
（
り
、
こ
の
よ
う
な

こ
と
が
起
こ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
実
際
に
は
、
逮
捕
は
西
里
克
が
張
馨
ら
と
省
政
権
転
覆
を
共
謀
し
た
と
い
う
名
目
で
お
こ
な
わ
れ
）
16
（

た
。

盛
世
才
が
省
政
府
部
内
の
反
盛
世
才
勢
力
と
少
数
民
族
が
結
託
し
た
ク
ー
デ
タ
に
危
機
感
を
抱
い
て
お
り
、
こ
の
危
機
感
が
大
規
模
な
粛
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清
の
開
始
に
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
一
九
三
七
年
一
〇
月
に
は
民
族
平
等
政
策
の
象
徴
で
あ
っ
た
ホ
ー
ジ
ャ
・
ニ

ヤ
ー
ズ
省
副
主
席
が
逮
捕
さ
れ
、
民
族
政
策
の
実
質
的
な
破
綻
を
印
象
づ
け
た
。
た
だ
し
、
粛
清
が
こ
の
範
囲
で
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
こ

と
は
、
ク
ー
デ
タ
へ
の
危
機
感
だ
け
が
大
規
模
な
粛
清
を
引
き
起
こ
し
た
要
因
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

㈡
　
ス
タ
ー
リ
ン
へ
の
忠
誠

　
も
う
一
つ
の
重
要
な
粛
清
の
要
因
を
考
え
る
た
め
に
は
、
盛
世
才
自
身
が
中
国
革
命
と
ソ
連
と
の
関
係
の
中
で
自
分
を
ど
の
よ
う
に
位

置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
彼
は
ソ
連
と
関
係
を
持
ち
始
め
た
一
九
三
四
年
頃
に
は
す
で
に
、「
新
疆
を
ソ

ヴ
ィ
エ
ト
化
し
、
中
国
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
地
域
に
加
わ
る
」
と
い
う
考
え
を
有
し
て
お
り
、
ソ
連
指
導
部
は
そ
の
考
え
を
誤
り
で
あ
る
と
制

し
て
い
）
17
（

る
。
彼
は
回
顧
録
に
お
い
て
当
時
マ
ル
ク
ス
主
義
を
信
奉
し
て
い
た
こ
と
、
新
疆
に
行
っ
た
動
機
の
ひ
と
つ
が
「
マ
ル
ク
ス
主
義

理
論
を
も
と
に
建
設
さ
れ
て
い
る
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
の
実
際
の
状
況
を
見
た
か
っ
た
」
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
）
18
（
る
。
彼
の
日
本
留

学
時
代
の
同
郷
会
の
友
人
で
、
彼
が
新
疆
統
治
の
た
め
に
招
い
た
「
十
大
博
）
19
（

士
」
の
多
く
が
中
国
共
産
党
員
や
社
会
主
義
に
関
心
を
持
つ

人
々
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
盛
世
才
が
一
九
二
七
年
か
ら
二
九
年
ま
で
国
民
革
命
軍
で
参
謀
な
ど
の
職
を
務
め
て
い
た
際
に
も
国
民
党
に
加

入
し
な
か
っ
た
事
実
を
見
て
も
、
彼
が
マ
ル
ク
ス
主
義
、
ソ
連
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
ま
た
一
九
三
六
年
三
月
に
モ
ス
ク
ワ
に
い
る
王
明
に
届
い
た
盛
世
才
の
手
紙
は
、
自
ら
を
「
中
国
革
命
の
最
も
強
力
な
指
導
者
」
と
位

置
づ
け
て
、
ソ
連
の
戦
略
に
関
し
て
意
見
を
述
べ
、
新
疆
を
通
じ
て
の
紅
軍
へ
の
援
助
を
申
し
出
て
い
）
20
（
る
。
一
〇
月
の
王
明
宛
の
手
紙
で

も
、
盛
は
自
分
が
信
頼
に
足
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
な
が
ら
中
国
共
産
党
と
の
協
力
関
係
を
強
く
求
め
、
紅
軍
の
た
め
に
も
陝
西
、

甘
粛
、
青
海
、
寧
夏
、
新
疆
の
五
省
を
中
国
革
命
の
根
拠
地
と
す
べ
き
で
あ
る
と
提
案
し
、
あ
わ
せ
て
紅
軍
へ
の
大
規
模
な
装
備
等
の
援

助
を
準
備
し
た
い
と
申
し
出
て
い
）
21
（

る
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
盛
世
才
は
国
際
共
産
主
義
運
動
の
中
に
自
分
の
確
固
た
る
地
位
を
築
き
た

い
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
そ
れ
は
中
国
共
産
党
に
従
属
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
援
助
者
と
し
て
中
国
共
産
党
と
対
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等
、
あ
わ
よ
く
ば
よ
り
優
位
に
立
ち
た
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
中
国
の
社
会
主
義
勢
力
に
お
い
て
重
要
な
地
位

を
占
め
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
社
会
主
義
勢
力
の
最
高
指
導
者
で
あ
る
ス
タ
ー
リ
ン
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
ス
タ
ー

リ
ン
に
忠
誠
を
示
し
、
彼
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
盛
世
才
に
と
っ
て
最
重
要
課
題
で
あ
っ
た
。

　
一
九
三
七
年
五
月
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
指
示
の
下
、
新
疆
は
壊
滅
状
態
に
あ
っ
た
紅
軍
の
西
路
軍
の
残
存
兵
を
受
け
入
れ
、
そ
の
後
、

新
疆
は
ソ
連
か
ら
中
国
共
産
党
へ
の
援
助
、
連
絡
通
路
と
な
っ
）
22
（

た
。
十
月
に
は
ウ
ル
ム
チ
に
八
路
軍
駐
新
疆
弁
事
処
が
設
立
さ
れ
、
盛
世

才
政
権
と
中
国
共
産
党
と
の
間
に
抗
日
民
族
統
一
戦
線
が
樹
立
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
実
際
に
盛
世
才
の
統
治
す
る
新
疆
は
中
国
共
産
党
に

と
っ
て
非
常
に
重
要
な
存
在
と
な
っ
た
。

　
盛
世
才
が
中
国
共
産
党
に
入
党
を
申
し
出
た
の
は
、
一
一
月
に
王
明
と
康
生
が
延
安
へ
の
帰
路
途
上
に
ウ
ル
ム
チ
へ
立
ち
寄
っ
た
と
き

で
あ
っ
）
23
（

た
。
こ
れ
を
盛
世
才
が
中
国
共
産
党
の
権
威
を
認
め
、
そ
れ
に
服
従
し
よ
う
と
し
た
と
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
新

疆
が
中
国
共
産
党
に
対
す
る
ソ
連
か
ら
の
援
助
・
連
絡
通
路
と
し
て
重
要
な
地
位
を
築
い
た
後
の
申
し
出
だ
か
ら
で
あ
る
。
盛
世
才
の
回

憶
録
を
見
る
限
り
で
は
、
彼
は
こ
の
入
党
の
申
し
出
に
よ
っ
て
ソ
連
と
中
国
共
産
党
の
自
身
に
対
す
る
評
価
を
確
認
し
よ
う
と
し
た
と
よ

う
で
あ
）
24
（
る
。
そ
し
て
当
初
の
中
国
共
産
党
の
肯
定
的
な
反
応
に
彼
は
満
足
し
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
ソ
連
指
導
部
に
よ
っ
て
こ
の
申
し
出
が
却
下
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
盛
世
才
は
非
常
に
不
安
に
な
っ
た
。
そ
し
て
つ
い
に
一

九
三
八
年
九
月
彼
は
直
接
モ
ス
ク
ワ
を
訪
問
し
、
ス
タ
ー
リ
ン
と
三
度
に
わ
た
る
会
談
を
実
現
し
た
。
彼
は
ス
タ
ー
リ
ン
が
三
度
も
自
分

と
会
い
、
中
国
の
最
高
指
導
者
の
よ
う
に
扱
い
、
新
疆
の
重
要
性
と
新
疆
の
将
来
に
つ
い
て
の
自
分
の
考
え
に
個
人
的
な
関
心
と
承
認
を

表
明
し
た
こ
と
に
非
常
に
満
足
し
）
25
（

た
。

　
彼
は
帰
国
後
、
新
疆
で
活
動
し
て
い
る
中
国
共
産
党
員
へ
の
不
信
感
を
あ
ら
わ
に
し
始
め
た
。
一
九
三
八
年
一
二
月
一
二
日
に
お
こ
な

わ
れ
た
盛
世
才
と
ソ
連
駐
ウ
ル
ム
チ
領
事
オ
ブ
デ
ィ
エ
ン
コ
（I.H

.O
vdienko

）
と
の
会
談
で
、
盛
世
才
は
新
疆
に
お
け
る
中
国
共
産
党

の
党
組
織
活
動
に
対
す
る
不
満
を
党
代
表
で
あ
る
鄧
発
に
告
げ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
新
疆
に
お
け
る
中
国
共
産
党
員
の
中
に
は
自
分
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を
信
用
せ
ず
疑
惑
を
持
っ
て
接
す
る
も
の
が
い
る
と
不
平
を
述
べ
た
。
ま
た
こ
の
問
題
が
モ
ス
ク
ワ
に
報
告
さ
れ
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
ス

タ
ー
リ
ン
自
身
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
し
）
26
（

た
。
ま
た
、
中
国
共
産
党
は
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
意
向
を
無
視
し
て
盛
世
才
の
入
党

を
決
定
し
、
一
九
三
八
年
一
二
月
に
林
彪
が
ウ
ル
ム
チ
で
盛
世
才
に
こ
の
決
定
を
伝
え
）
27
（
た
。
こ
の
よ
う
な
モ
ス
ク
ワ
を
無
視
し
た
行
動
も
、

す
で
に
モ
ス
ク
ワ
で
ス
タ
ー
リ
ン
の
意
向
を
直
接
聞
い
て
い
た
盛
世
才
に
不
信
感
を
強
め
さ
せ
た
可
能
性
は
高
い
。

　
ス
タ
ー
リ
ン
の
自
分
へ
の
信
頼
に
自
信
を
深
め
、
ま
た
中
国
共
産
党
へ
の
不
信
感
を
募
ら
せ
た
盛
世
才
は
、
一
九
三
九
年
七
月
以
降
新

疆
を
国
民
党
と
も
中
国
共
産
党
と
も
異
な
る
「
六
大
政
策
政
治
集
）
28
（
団
」
で
あ
る
と
主
張
し
始
め
、「
抗
戦
勝
利
、
新
中
国
建
設
の
際
に
は
、

最
も
光
栄
あ
る
歴
史
を
有
す
る
独
立
し
た
政
治
集
団
と
な
る
」
と
し
て
、
自
ら
を
中
国
の
最
も
代
表
的
な
政
治
指
導
者
と
位
置
づ
け
て 

い
っ
）
29
（
た
。

　
こ
の
よ
う
に
彼
は
少
な
く
と
も
一
九
四
〇
年
ま
で
は
一
貫
し
て
ス
タ
ー
リ
ン
に
認
め
ら
れ
、
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
、
中
国
の
社
会

主
義
勢
力
の
代
表
、
中
国
革
命
の
代
表
と
し
て
の
政
治
的
地
位
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
彼
の
政
治
目
標
が 

三
七
、
三
八
年
の
大
規
模
粛
清
実
行
の
要
因
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ス
タ
ー
リ
ン
に
よ
る
自
ら
の
評
価
を
気
に
す
る
盛
世
才
に
と
っ
て
、
す
で
に
ソ
連
で
展
開
さ
れ
て
い
た
粛
清
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
積
極

的
に
進
め
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
新
疆
で
も
同
じ
く
展
開
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
盛
世
才
の
粛
清
は
ソ
連
の
粛

清
を
自
身
の
権
力
保
持
の
た
め
に
利
用
す
る
側
面
を
も
つ
と
と
も
に
、
ス
タ
ー
リ
ン
へ
の
忠
誠
を
示
す
た
め
の
積
極
的
な
模
倣
で
も 

あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
直
接
的
な
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
摘
発
の
働
き
か
け
が
王
明
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
一
九
三
七
年
一
一
月
に
王
明
ら
が
ウ
ル
ム

チ
に
立
ち
寄
っ
た
際
、
王
明
は
盛
世
才
に
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
と
の
闘
争
を
提
起
し
た
。
盛
世
才
は
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
な

か
の
誰
が
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
で
あ
る
か
分
か
ら
な
い
と
、
王
明
に
全
員
の
写
真
を
み
せ
て
尋
ね
た
と
い
）
30
（

う
。
王
明
は
三
七
年
一
一
月
二
五
日

付
で
、
ウ
ル
ム
チ
か
ら
ス
タ
ー
リ
ン
と
デ
ィ
ミ
ト
ロ
フ
に
手
紙
を
送
っ
て
お
り
、
そ
の
中
で
新
疆
に
派
遣
さ
れ
て
き
た
二
五
名
の
中
国
人
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は
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
し
、
特
に
ナ
ニ
マ
ロ
フ
（
王
寿
成
・
兪
秀
松
）
の
名
を
挙
げ
て
訴
え
て
い
）
31
（
る
。
王
明
と
王
寿
成
の
間
に
は
、

一
九
二
〇
年
代
モ
ス
ク
ワ
中
山
大
学
に
い
た
こ
ろ
か
ら
確
執
が
あ
っ
）
32
（

た
。
王
明
は
モ
ス
ク
ワ
を
発
つ
直
前
ク
レ
ム
リ
ン
で
ス
タ
ー
リ
ン
と

会
見
し
て
お
り
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
王
明
に
統
一
戦
線
戦
略
の
実
行
と
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
に
対
す
る
闘
争
が
彼
に
課
さ
れ
た
重
要
な
任
務
で
あ

る
こ
と
を
伝
え
、
特
に
強
い
調
子
で
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
と
の
闘
争
の
強
化
を
訴
え
て
い
）
33
（
た
。
当
然
盛
世
才
は
「
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
」
の
逮
捕
に

乗
り
出
し
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
人
員
は
逮
捕
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
に
は
盛
世
才
の
妹
婿
と
し
て
信
頼
も
厚
く
、
新
疆

の
民
族
平
等
政
策
を
実
質
的
に
指
導
し
て
い
た
王
寿
成
（
兪
秀
松
）
も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
新
疆
の
民
族
平
等
政
策
は
大
き

な
打
撃
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

　
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
二
五
名
全
員
が
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
の
な
ら
、
さ
ら
に
多
く
の
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
が
新
疆
に

い
て
も
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
国
民
政
府
寄
り
の
古
株
の
省
政
府
官
僚
と
少
数
民
族
が
主
で
あ
っ
た
粛
清
対
象
は
、
一
気
に

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
人
員
、
ソ
連
駐
ウ
ル
ム
チ
総
領
事
ア
プ
レ
ソ
フ
、
自
身
が
招
い
た
共
産
主
義
者
や
そ
の
傾
向
の
あ
る
同
郷
の
留
学
仲
間

（「
十
大
博
士
」）
な
ど
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
人
々
に
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
粛
清
は
た
だ
で
さ
え
統
治
の
た
め
の
人
材
が
乏
し
い
新
疆
を
さ
ら
な
る
人
材
不
足
に
陥
ら
せ
、
行
政
組
織
の
無

力
化
を
も
た
ら
し
た
。
よ
り
近
代
的
な
行
政
制
度
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
国
家
建
設
の
試
み
は
打
撃
を
受
け
、
軍
人
と
警
察
の
権
力
が
突

出
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
例
え
ば
カ
シ
ュ
ガ
ル
区
で
は
、
一
九
三
七
年
末
に
行
政
長
の
万
献
廷
が
ウ
ル
ム
チ
に
呼
ば
れ
た
後
、
行

政
長
が
空
席
と
な
り
、
軍
事
司
令
官
で
あ
っ
た
蒋
有
芬
が
そ
の
職
務
を
兼
務
し
た
。
新
た
な
文
官
の
行
政
長
が
就
任
し
た
の
は
一
九
四
一

年
二
月
で
あ
っ
）
34
（

た
。
公
職
に
就
い
て
い
た
非
漢
族
の
有
力
者
が
軒
並
み
逮
捕
さ
れ
、
民
族
政
策
の
指
導
者
で
あ
っ
た
王
寿
成
も
排
除
さ 

れ
た
。

　
盛
世
才
が
こ
の
時
期
に
大
粛
清
を
お
こ
な
っ
た
の
は
、
第
一
に
少
数
民
族
の
反
乱
に
直
面
し
て
、
ク
ー
デ
タ
へ
の
恐
怖
心
を
募
ら
せ
、

先
手
を
打
っ
て
「
危
険
な
」
分
子
を
除
去
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
王
明
ら
を
通
じ
て
伝
え
ら
れ
た
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
粛
清
の
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強
化
と
い
う
ス
タ
ー
リ
ン
の
意
を
受
け
て
、
盛
が
ス
タ
ー
リ
ン
へ
の
忠
誠
を
示
す
た
め
に
「
積
極
的
な
模
倣
」
を
お
こ
な
っ
た
た
め
で 

あ
っ
た
。
こ
う
し
て
盛
世
才
は
従
来
の
民
族
平
等
政
策
を
実
質
的
に
破
綻
さ
せ
、
か
つ
行
政
組
織
の
無
力
化
を
招
来
し
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
形

成
と
国
家
建
設
の
両
面
に
お
け
る
試
み
を
頓
挫
さ
せ
た
。

三
　
抗
日
体
制
下
の
南
疆

㈠
　
盛
世
才
と
抗
日

　
盛
世
才
の
粛
清
に
伴
う
民
族
政
策
の
実
質
的
な
破
綻
に
と
も
な
っ
て
、
新
疆
の
住
民
は
ど
の
よ
う
な
統
治
体
制
の
下
に
置
か
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
南
疆
の
ウ
イ
グ
ル
を
中
心
に
検
討
し
て
み
た
い
。
分
析
対
象
を
南
疆
に
限
定
す
る
の
は
、
一
つ
に
は
史
料

的
な
理
由
に
よ
る
が
、
な
に
よ
り
も
カ
シ
ュ
ガ
ル
を
中
心
と
し
た
南
疆
こ
そ
が
現
在
中
国
の
民
族
問
題
に
お
い
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら

れ
る
ウ
イ
グ
ル
の
主
要
な
居
住
地
域
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
ま
ず
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
盛
世
才
が
ス
タ
ー
リ
ン
に
認
め

ら
れ
、
中
国
社
会
主
義
勢
力
の
指
導
者
と
し
て
何
を
お
こ
な
お
う
と
し
て
い
た
の
か
で
あ
る
。
彼
の
言
動
を
み
る
と
常
に
彼
の
念
頭
に 

あ
っ
た
の
は
「
抗
日
」
で
あ
っ
た
。

　
盛
世
才
の
日
本
に
対
す
る
姿
勢
が
非
常
に
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
経
歴
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
）
35
（
る
。
彼
は
東
北
奉
天
省
開

原
県
盛
家
屯
の
出
身
で
あ
り
、
日
本
留
学
中
に
一
九
一
九
年
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
講
和
会
議
に
反
対
し
て
、
帰
国
運
動
に
積
極
的
に
参
加
し
た
。

ま
た
軍
人
を
志
し
た
後
に
知
り
合
い
、
実
子
の
よ
う
に
目
を
か
け
て
も
ら
い
、
婚
姻
に
よ
り
義
父
と
な
っ
た
郭
松
齢
の
張
作
霖
に
対
す
る

反
乱
に
留
学
先
の
日
本
か
ら
帰
国
し
て
加
わ
っ
た
。
結
果
的
に
、
郭
松
齢
は
日
本
の
干
渉
に
よ
っ
て
敗
れ
、
命
を
失
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

彼
の
経
歴
は
、
一
九
三
一
年
満
洲
事
変
以
後
の
日
本
の
東
北
分
割
占
領
と
い
う
事
実
と
と
も
に
、
彼
の
反
日
姿
勢
の
十
分
な
根
拠
と
な
っ
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て
い
る
。

　
盛
世
才
は
南
京
国
民
政
府
の
「
不
抵
抗
政
策
」
に
対
し
て
強
い
不
満
を
抱
い
て
い
た
。
一
九
三
六
年
七
月
一
四
日
に
国
民
党
中
央
委
員

会
に
対
し
、
彼
は
「
七
項
目
救
国
綱
領
」
を
打
電
し
）
36
（
た
。
そ
れ
は
帝
国
主
義
勢
力
に
対
す
る
「
不
抵
抗
政
策
」
を
批
判
し
、
中
国
が
一
つ

と
な
っ
て
帝
国
主
義
の
侵
略
と
戦
い
、
ま
た
「
世
界
の
我
々
を
平
等
に
遇
す
る
民
族
」（
孫
文
遺
嘱
）
と
と
も
に
協
力
す
る
こ
と
を
訴
え

る
内
容
で
あ
っ
た
。

　
盛
世
才
は
権
力
を
握
っ
て
ま
も
な
い
一
九
三
四
年
一
月
に
ソ
連
に
中
国
の
西
北
地
区
で
共
産
主
義
を
実
施
し
、「
蒋
介
石
指
導
の
中
央

政
府
を
転
覆
す
る
こ
と
が
中
国
と
新
疆
を
救
う
唯
一
の
道
で
あ
る
」
と
伝
え
て
い
る
）
37
（

し
、
三
六
年
一
〇
月
四
日
の
王
明
へ
の
手
紙
の
中
で

も
「
陝
西
、
甘
粛
、
青
海
、
寧
夏
、
新
疆
の
五
省
を
中
国
革
命
の
根
拠
地
に
変
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
伝
え
て
い
）
38
（
る
。
後
者
の
提
案
に
は
、

張
学
良
と
の
連
携
と
い
う
前
提
が
あ
っ
た
。
一
九
三
六
年
八
月
張
学
良
は
栗
又
文
と
董
彦
平
の
二
名
を
新
疆
に
送
り
、
共
同
抗
日
と
ソ
連

か
ら
の
軍
事
援
助
に
つ
い
て
盛
と
相
談
し
て
い
）
39
（
た
。
一
二
月
の
西
安
事
件
発
生
当
初
、
盛
は
張
学
良
、
楊
虎
城
を
積
極
的
に
支
持
す
る
姿

勢
を
示
し
、
後
に
ソ
連
の
意
向
に
よ
っ
て
そ
の
支
持
を
放
棄
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
）
40
（

る
。
盛
に
は
西
北
地
域
を
基
盤
と
し
て
ソ

連
と
協
力
し
て
日
本
と
対
抗
す
る
と
い
う
一
貫
し
た
構
想
が
あ
っ
た
。

　
日
本
軍
の
綏
遠
侵
攻
の
ニ
ュ
ー
ス
を
受
け
、
一
九
三
六
年
一
二
月
か
ら
新
疆
反
帝
民
衆
聯
合
会
（
以
下
、
反
帝
会
）
は
抗
日
募
金
運
動

を
開
始
し
た
。
抗
日
戦
争
開
始
後
、
募
金
運
動
は
本
格
化
し
、
三
八
年
以
後
に
は
抗
日
募
金
活
動
が
日
常
的
な
活
動
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。

一
九
四
〇
年
ま
で
積
極
的
に
新
疆
各
地
で
続
け
ら
れ
、
戦
闘
機
一
〇
機
を
購
入
し
国
民
政
府
へ
送
る
な
ど
の
支
援
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ

れ
も
ま
た
盛
の
抗
日
に
対
す
る
積
極
的
な
姿
勢
を
反
映
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
盛
世
才
は
単
に
新
疆
を
抗
日
戦
争
の
後
方
基
地
と
考
え
て
い
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
盛
が
モ
ス
ク
ワ
訪
問
か
ら
帰
国
し
た
直

後
の
一
九
三
八
年
九
月
に
第
三
回
全
疆
民
衆
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
大
会
へ
の
出
席
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
同
時
期

に
カ
シ
ュ
ガ
ル
区
の
地
元
の
指
導
者
五
〇
〇
名
が
国
費
で
ウ
ル
ム
チ
へ
招
待
さ
れ
た
と
イ
ギ
リ
ス
領
事
は
報
告
し
て
い
）
41
（
る
。
盛
世
才
は
彼
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ら
と
会
い
、「
新
疆
は
決
定
的
な
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
激
し
く
血
の
流
れ
る
戦
争
が
戦
わ
れ
る
最
後
の
場
所
で
あ
る
。
だ
か
ら
我
々
は
自
ら

を
奮
い
立
た
せ
、
強
い
抵
抗
を
お
こ
な
え
る
準
備
を
し
、
侵
略
者
を
確
実
に
撃
退
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、
各
々
が
家
に
帰
り
、

戦
闘
の
準
備
を
始
め
る
こ
と
を
命
じ
た
と
い
う
。
新
疆
に
お
け
る
日
本
と
の
最
終
決
戦
を
ソ
連
と
と
も
に
戦
う
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
を
盛
世

才
が
思
い
描
い
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
そ
し
て
そ
こ
で
の
勝
利
は
間
違
い
な
く
彼
を
中
国
の
最
高
指
導
者
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
、
一
九
四
一
年
四
月
日
ソ
中
立
条
約
、
六
月
独
ソ
戦
開
始
を
契
機
に
ソ
連
に
対
す
る
彼
の
態
度
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
盛
世
才
の
政
治
目
標
の
も
と
、
新
疆
の
統
治
体
制
も
そ
れ
以
前
と
は
姿
を
変
え
て
い
っ
た
。
次
に
住
民
が
ど
の
よ
う
な
新

た
な
統
治
体
制
下
に
置
か
れ
て
い
っ
た
の
か
、
実
際
の
統
治
の
様
相
を
南
疆
の
カ
シ
ュ
ガ
ル
区
を
中
心
に
確
認
し
て
み
る
。

㈡
　
抑
圧
体
制
と
抗
日
宣
伝

　
一
九
三
七
年
九
月
マ
フ
ム
ー
ド
の
残
存
部
隊
と
馬
虎
山
軍
の
敗
北
後
、
カ
シ
ュ
ガ
ル
区
、
ホ
ー
タ
ン
区
で
は
軍
、
警
察
に
よ
る
反
乱
者
、

反
乱
協
力
者
摘
発
活
動
が
活
発
に
展
開
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
の
情
報
で
は
、
一
九
三
七
年
九
月
か
ら
一
〇
月
の
間
に
カ
シ
ュ
ガ
ル

で
四
千
人
、
一
九
三
八
年
初
め
ま
で
に
ホ
ー
タ
ン
か
ら
カ
シ
ュ
ガ
ル
ま
で
の
地
域
で
一
万
八
千
人
が
逮
捕
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
）
42
（

る
。

摘
発
活
動
は
カ
シ
ュ
ガ
ル
で
は
以
前
か
ら
警
察
の
中
心
に
い
た
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
人
員
カ
ー
デ
ィ
ル
・
ハ
）
43
（
ジ
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
。
反
乱
鎮

圧
に
介
入
し
た
赤
軍
の
中
の
ク
ル
グ
ズ
（
キ
ル
ギ
ス
）
部
隊
は
カ
シ
ュ
ガ
ル
区
や
ホ
ー
タ
ン
区
に
駐
留
し
、
そ
れ
ら
と
と
も
に
や
っ
て
き

た
中
央
ア
ジ
ア
出
身
者
が
各
地
の
警
察
の
責
任
者
と
し
て
配
置
さ
れ
）
44
（
た
。
彼
ら
は
一
九
三
九
年
に
新
疆
を
離
れ
る
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

で
権
力
を
握
っ
た
。
ま
た
当
局
は
警
察
や
軍
隊
へ
の
動
員
対
象
か
ら
ウ
イ
グ
ル
を
外
し
、
主
に
現
地
の
ク
ル
グ
ズ
に
頼
る
よ
う
に
な
っ
）
45
（

た
。

こ
う
し
て
南
疆
で
は
中
央
ア
ジ
ア
出
身
者
が
権
力
を
握
り
、
主
に
ク
ル
グ
ズ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
軍
隊
、
警
察
を
中
心
と
す
る
統
治
体

制
が
形
成
さ
れ
、
ウ
イ
グ
ル
は
徹
底
的
に
抑
圧
さ
れ
る
状
況
に
置
か
れ
た
。
ま
さ
に
盛
世
才
の
粛
清
と
同
時
期
に
進
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
摘
発
活
動
は
容
赦
な
く
お
こ
な
わ
れ
、
行
政
長
自
身
が
不
在
に
な
る
な
ど
軍
隊
、
警
察
権
力
を
抑
制
す
る
力
は
従
来
の
行
政
機
構
か
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ら
全
く
失
わ
れ
て
い
た
。

　
ま
た
、
ホ
ー
タ
ン
、
カ
シ
ュ
ガ
ル
、
ア
ク
ス
地
域
に
一
八
歳
か
ら
二
八
歳
の
若
者
を
教
育
す
る
た
め
に
多
く
の
学
校
が
開
校
さ
れ
た
。

教
育
は
強
制
的
に
お
こ
な
わ
れ
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
は
毎
日
一
時
間
の
軍
事
教
練
が
含
ま
れ
て
い
）
46
（
た
。
以
前
の
有
力
者
や
富
裕
層
、
イ
ギ

リ
ス
と
関
係
の
あ
る
人
物
、
イ
ン
ド
経
由
で
ハ
ジ
（
巡
礼
）
を
お
こ
な
っ
た
人
物
の
多
く
が
捕
ら
え
ら
れ
、
そ
の
財
産
は
没
収
さ
れ
）
47
（
た
。

こ
の
よ
う
に
ウ
イ
グ
ル
社
会
に
対
す
る
厳
格
な
管
理
・
抑
圧
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
地
元
住
民
が
主
体
と
な
っ
て
ウ
イ
グ
ル
族
文
化
促
進
会

に
よ
り
設
立
さ
れ
た
多
く
の
会
立
学
校
の
教
育
内
容
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起
こ
っ
た
か
を
確
認
で
き
る
史
料
は
な
い
が
、
政
府
に
よ
る

強
い
介
入
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
抑
圧
と
並
行
し
て
進
め
ら
れ
た
の
が
、
反
日
宣
伝
で
あ
っ
た
。
馬
虎
山
ら
の
反
乱
前
の
一
九
三
六
年
九
月
に
す
で
に
日
貨

（
日
本
商
品
）
ボ
イ
コ
ッ
ト
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
開
始
さ
れ
、
日
本
製
品
へ
の
輸
入
関
税
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
ほ
ぼ
禁
輸
に
等
し
い
状
況
に

な
っ
て
い
）
48
（
た
。
一
九
三
五
年
九
月
一
八
日
に
も
満
洲
事
変
記
念
日
と
し
て
カ
シ
ュ
ガ
ル
で
集
会
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
）
49
（
り
、
日
貨
ボ
イ
コ
ッ

ト
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
も
こ
の
記
念
日
を
意
識
し
て
始
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
三
八
年
四
月
一
二
日
（
新
疆
四
一
二
ク
ー
デ
タ
記
念

日
）、
お
よ
び
七
月
七
日
（
盧
溝
橋
事
件
記
念
日
）
に
は
反
日
集
会
や
デ
モ
が
お
こ
な
わ
れ
）
50
（
た
。
第
三
回
全
疆
民
衆
大
会
が
開
か
れ
、
盛
世

才
が
日
本
と
の
新
疆
に
お
け
る
「
決
定
的
な
戦
争
」
に
つ
い
て
言
及
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
一
一
月
か
ら
カ
シ
ュ
ガ
ル
の
バ
ザ
ー
ル
で
は

ほ
ぼ
毎
日
反
日
宣
伝
活
動
が
お
こ
な
わ
れ
）
51
（
た
。
一
〇
月
三
一
日
に
は
カ
シ
ュ
ガ
ル
の
全
て
の
学
童
に
日
本
の
侵
略
と
暴
行
の
詳
細
に
つ
い

て
の
授
業
が
お
こ
な
わ
れ
、
彼
ら
が
大
き
く
な
っ
た
ら
国
を
助
け
る
よ
う
に
、
ま
た
両
親
や
親
戚
に
今
そ
う
す
る
よ
う
勧
め
な
さ
い
と
教

え
ら
れ
）
52
（

た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
宣
伝
に
伴
っ
て
抗
日
募
金
が
繰
り
返
し
集
め
ら
れ
た
。
一
九
三
八
年
三
月
か
ら
三
九
年
九
月
ま
で
に
毎
回

お
よ
そ
省
票
銀
二
五
〇
〇
万
両
の
募
金
が
二
四
回
に
わ
た
っ
て
カ
シ
ュ
ガ
ル
区
か
ら
ウ
ル
ム
チ
に
送
金
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
）
53
（
る
。

　
こ
の
よ
う
な
宣
伝
を
抑
圧
体
制
の
中
に
置
か
れ
て
い
た
住
民
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
う
か
が
わ
せ

る
興
味
深
い
演
説
が
あ
る
。
行
政
長
も
兼
務
し
て
い
た
軍
事
司
令
官
蒋
有
芬
は
、
一
九
三
八
年
一
一
月
九
日
カ
シ
ュ
ガ
ル
の
中
心
モ
ス
ク



法学政治学論究　第89号（2011.6）

14

で
あ
る
イ
ド
ガ
ー
・
モ
ス
ク
向
か
い
の
バ
ザ
ー
ル
の
中
央
で
ウ
イ
グ
ル
語
の
通
訳
付
で
演
説
し
た
。
そ
の
な
か
で
彼
は
「
日
本
を
我
々
共

通
の
憎
む
べ
き
敵
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
は
我
々
全
員
の
義
務
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
に
全
く
共
感
な
ど
も
っ
て
は
な
ら
な
い
。
よ

く
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
我
々
は
我
々
の
国
で
戦
争
を
し
て
お
り
、
常
に
あ
な
た
に
関
係
の
あ
る
無
辜
の
中
国
人
が
日
本
人
か
ら
お

そ
ろ
し
く
残
酷
な
攻
撃
を
受
け
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
）
54
（
る
。
こ
の
よ
う
な
発
言
は
明
ら
か
に
、
日
本
を
敵
と
見
な
さ
ず
、
日
本
に
共
感
を

持
っ
て
い
る
人
々
の
存
在
を
推
測
さ
せ
る
。

　
ま
た
、
一
時
期
反
日
宣
伝
が
途
絶
え
た
時
期
が
あ
っ
た
。
一
九
三
八
年
一
二
月
の
約
一
ヵ
月
反
日
宣
伝
が
控
え
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
反

乱
を
警
戒
し
て
カ
シ
ュ
ガ
ル
旧
市
の
漢
人
が
新
市
に
移
動
さ
せ
ら
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
領
事
は
、
日
本
の
新
疆
侵
略
の
危
機

を
訴
え
る
宣
伝
が
、
民
衆
の
中
の
不
満
分
子
の
希
望
を
膨
ら
ま
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
い
う
意
見
を
伝
え
て

い
）
55
（

る
。
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
領
事
は
ヤ
ル
カ
ン
ド
で
日
本
軍
が
内
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
ウ
ル
ム
チ
に
迫
っ
て
い
る
と
い
う
噂
が
人
々
を
興
奮
さ
せ

た
と
い
う
情
報
を
伝
え
、
新
疆
の
民
衆
の
多
く
が
現
体
制
の
何
ら
か
の
変
化
を
期
待
し
て
い
る
と
観
測
を
述
べ
て
い
）
56
（
る
。

　
さ
ら
に
興
味
深
い
出
来
事
が
、
一
九
四
一
年
五
月
に
カ
シ
ュ
ガ
ル
で
起
こ
っ
た
。
突
然
反
日
の
ポ
ス
タ
ー
が
全
て
取
り
外
さ
れ
、
学
童

た
ち
が
日
本
を
賛
美
し
、
演
説
で
は
「
日
本
は
我
々
の
友
人
で
あ
る
」
と
語
ら
れ
た
。
こ
の
状
況
は
二
週
間
続
き
、
そ
の
後
な
く
な
っ
）
57
（
た
。

こ
の
背
景
に
は
、
日
ソ
不
可
侵
条
約
の
影
響
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
に
か
く
、
こ
の
出
来
事
は
こ
の
よ
う
な
反
日
宣
伝
が
地
元
住

民
に
と
っ
て
は
全
く
権
力
へ
の
追
従
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
住
民
た
ち
は
現
在
の
抑
圧
体
制

を
変
え
て
く
れ
る
外
部
の
力
に
期
待
を
寄
せ
る
ほ
か
な
か
っ
た
。

㈢
　
ソ
連
勢
力
の
後
退
と
民
衆
生
活
の
混
乱

　
民
衆
生
活
の
安
定
が
保
証
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
政
治
的
に
抑
圧
体
制
下
に
置
か
れ
て
い
て
も
一
定
の
支
配
の
正
統
性
が
調
達
さ
れ
る
場

合
が
あ
る
。
し
か
し
、
南
疆
に
お
い
て
は
、
ソ
連
の
影
響
力
の
低
下
と
と
も
に
民
衆
生
活
も
混
乱
状
態
に
陥
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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一
九
三
八
年
以
降
、
南
疆
の
反
乱
に
関
与
し
た
と
い
う
口
実
に
よ
っ
て
、
英
国
と
関
係
の
あ
る
者
は
逮
捕
や
監
視
の
対
象
と
な
り
、
英

国
籍
商
人
は
商
取
引
が
不
可
能
に
な
っ
）
58
（

た
。
他
方
で
ソ
連
の
商
人
は
新
疆
に
お
い
て
ソ
連
国
内
よ
り
低
価
格
で
地
元
の
商
品
と
の
バ
ー
タ

ー
取
引
を
行
い
、
元
来
英
国
の
影
響
力
が
強
か
っ
た
南
疆
地
域
の
交
易
を
完
全
に
牛
耳
っ
た
。
中
央
ア
ジ
ア
の
主
要
都
市
で
の
日
用
品
不

足
を
顧
み
な
い
新
疆
と
の
交
易
は
ソ
連
の
政
治
的
動
機
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
）
59
（
た
。
主
に
日
用
品
を
ソ
連
か
ら
の
輸
入
品
に
頼
る
新
疆
の

民
衆
生
活
は
、
完
全
に
ソ
連
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
し
か
し
、
一
九
三
九
年
九
月
か
ら
ソ
連
か
ら
の
輸
入
が
減
少
し
、
そ
の
結
果
日
用
品
の
価
格
が
大
幅
に
上
昇
し
た
。
灯
油
や
砂
糖
と
い

っ
た
ソ
連
か
ら
の
主
要
な
輸
入
品
を
中
心
に
基
本
的
な
生
活
必
需
品
の
平
均
価
格
が
四
〇
年
五
月
に
は
通
常
の
五
倍
に
跳
ね
上
が
っ
）
60
（

た
。

カ
シ
ュ
ガ
ル
地
方
当
局
は
こ
の
極
端
な
イ
ン
フ
レ
に
対
し
て
、
全
て
の
日
用
品
の
価
格
を
固
定
す
る
命
令
を
出
し
た
が
、
そ
の
結
果
、
商

品
は
バ
ザ
ー
ル
か
ら
姿
を
消
し
た
。
さ
ら
に
四
一
年
六
月
末
に
は
カ
シ
ュ
ガ
ル
に
独
ソ
戦
開
始
の
ニ
ュ
ー
ス
が
伝
え
ら
れ
た
。
こ
の
結
果
、

商
人
た
ち
は
ソ
連
製
品
の
備
蓄
を
始
め
、
灯
油
や
砂
糖
と
い
っ
た
日
用
品
は
ま
す
ま
す
価
格
が
高
騰
し
、
や
が
て
個
人
で
は
入
手
困
難
に

な
っ
）
61
（

た
。
警
察
は
売
り
惜
し
み
を
す
る
商
店
を
襲
撃
し
、
強
制
的
に
店
を
再
開
さ
せ
る
な
ど
の
措
置
に
出
た
が
、
商
人
た
ち
も
そ
れ
に
屈

せ
ず
抵
抗
し
、
農
産
物
も
バ
ザ
ー
ル
で
は
手
に
入
れ
ら
れ
な
い
状
態
に
陥
っ
）
62
（
た
。

　
一
九
三
九
年
九
月
第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
と
と
も
に
、
ソ
連
は
戦
時
体
制
に
移
行
し
、
も
は
や
新
疆
で
の
影
響
力
を
以
前
の
よ
う
に

維
持
す
る
余
裕
を
失
っ
た
。
ソ
連
へ
の
完
全
な
依
存
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
南
疆
の
民
衆
生
活
は
そ
れ
に
よ
っ
て
四
〇
年
代
に
入
る
と
苦

境
に
追
い
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
四
〇
年
に
は
ア
ル
タ
イ
で
カ
ザ
フ
の
反
乱
が
起
こ
っ
た
。
カ
シ
ュ
ガ
ル
や
ヤ
ル
カ
ン
ド
の
部
隊
の
多
く
が
そ
の
反
乱
に
対
処
す
る

た
め
に
北
上
し
て
い
っ
）
63
（
た
。
ホ
ー
タ
ン
地
区
で
も
五
月
に
反
乱
が
起
こ
り
、
ソ
連
軍
と
思
わ
れ
る
部
隊
の
増
援
を
受
け
な
が
ら
も
七
月
に

入
っ
て
も
鎮
圧
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
）
64
（

た
。
マ
フ
ム
ー
ド
の
残
存
部
隊
と
馬
虎
山
部
隊
の
反
乱
後
、
盛
世
才
は
ソ
連
の
力
を
背
景
に
軍

事
力
と
警
察
力
に
よ
っ
て
南
疆
を
押
さ
え
て
き
た
が
、
ソ
連
の
余
力
が
な
く
な
り
各
地
で
矛
盾
が
噴
出
し
始
め
る
と
、
そ
れ
に
対
処
す
る
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こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
四
〇
年
四
月
一
二
日
、
毎
年
繰
り
返
さ
れ
る
「
四
一
二
ク
ー
デ
タ
」
記
念
式
典
で
は
、
近
年
に
な
い
光
景
が
現
れ
た
。
カ
シ
ュ
ガ

ル
で
は
演
台
に
八
名
ほ
ど
の
宗
教
指
導
者
が
登
り
、
軍
人
た
ち
は
カ
ー
ズ
ィ
た
ち
に
多
く
の
気
遣
い
を
し
て
い
）
65
（
た
。
ヤ
ル
カ
ン
ド
の
記
念

式
典
で
は
、
民
衆
集
会
は
ほ
と
ん
ど
全
て
カ
ー
ズ
ィ
た
ち
に
よ
っ
て
指
揮
さ
れ
、
公
的
な
存
在
は
旧
市
の
県
長
だ
け
で
あ
っ
）
66
（
た
。
押
さ
え

込
む
力
を
失
い
、
有
効
に
機
能
す
る
行
政
制
度
を
失
っ
て
い
る
地
方
当
局
は
、
ウ
イ
グ
ル
社
会
の
有
力
者
で
あ
る
旧
来
の
宗
教
指
導
者
た

ち
に
依
存
し
て
い
く
方
法
を
と
る
し
か
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四
　
結
　
語

　
盛
世
才
政
権
時
期
は
権
力
確
立
後
、
政
策
的
観
点
か
ら
大
き
く
三
つ
の
時
期
に
区
分
で
き
る
。
一
九
三
四
年
か
ら
三
七
年
九
月
ま
で
が

第
一
期
で
あ
り
、
民
族
平
等
政
策
に
よ
る
ネ
イ
シ
ョ
ン
形
成
を
追
求
し
つ
つ
、
一
九
三
六
年
以
降
に
は
抗
日
を
意
識
し
た
具
体
的
な
政
治

活
動
が
開
始
さ
れ
、
中
央
集
権
化
に
よ
る
国
家
建
設
が
進
め
ら
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
政
策
の
矛
盾
が
マ
フ
ム
ー
ド
逃
亡
、
マ

フ
ム
ー
ド
残
存
部
隊
と
馬
虎
山
部
隊
の
蜂
起
を
引
き
起
こ
し
た
。
第
二
期
は
三
七
年
九
月
か
ら
一
九
四
一
年
夏
ま
で
で
、
大
規
模
粛
清
に

始
ま
り
、
警
察
力
に
依
拠
し
た
抑
圧
体
制
が
構
築
さ
れ
、
盛
世
才
は
自
身
が
中
国
革
命
の
代
表
的
指
導
者
と
な
る
た
め
ス
タ
ー
リ
ン
の
ソ

連
へ
の
忠
誠
を
示
し
つ
つ
、
抗
日
を
政
権
の
中
心
テ
ー
マ
と
し
た
。
第
三
期
は
一
九
四
一
年
夏
か
ら
四
四
年
八
月
ま
で
で
、
独
ソ
戦
の
開

始
と
と
も
に
抗
日
に
お
け
る
ソ
連
の
支
援
を
あ
て
に
で
き
な
く
な
っ
た
盛
世
才
は
国
民
政
府
と
の
協
力
関
係
へ
と
移
行
し
た
が
、
権
力
の

維
持
に
失
敗
し
国
民
政
府
に
よ
っ
て
離
職
さ
せ
ら
れ
た
。

　
盛
世
才
政
権
が
初
期
に
企
図
し
て
い
た
ネ
イ
シ
ョ
ン
形
成
を
挫
折
さ
せ
た
要
因
の
ひ
と
つ
は
、
マ
フ
ム
ー
ド
の
逃
亡
、
そ
れ
に
続
く
馬

虎
山
と
マ
フ
ム
ー
ド
残
存
軍
の
反
乱
で
あ
り
、
ウ
イ
グ
ル
改
革
派
と
の
協
力
の
失
敗
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
と
も
に
盛
世
才
の
政
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治
目
標
追
求
も
新
疆
に
お
け
る
ネ
イ
シ
ョ
ン
形
成
と
国
家
建
設
を
と
も
に
破
綻
さ
せ
た
重
要
な
要
因
で
あ
っ
た
。
ソ
連
に
依
存
し
、
ま
た

魅
力
を
感
じ
て
い
た
盛
世
才
は
抗
日
と
中
国
革
命
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
た
め
に
、
さ
ら
な
る
権
力
強
化
を
ス
タ
ー
リ
ン
的
手

法
で
追
求
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
の
は
、
ほ
と
ん
ど
無
力
化
し
た
行
政
制
度
の
も
と
、
警
察
と
軍
隊
だ
け
が
権
力
を
握
っ

た
抑
圧
体
制
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
体
制
を
支
え
て
い
る
力
は
ソ
連
の
力
で
あ
っ
た
。
ソ
連
に
依
拠
し
な
が
ら
抗
日
を
お
こ
な
う
こ
と

こ
そ
、
盛
世
才
に
と
っ
て
新
疆
が
「
中
国
」
の
一
部
で
あ
る
こ
と
の
意
味
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
中
国
」
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
、
新
疆

に
お
い
て
ネ
イ
シ
ョ
ン
形
成
や
国
家
建
設
の
た
め
の
施
策
を
粘
り
強
く
積
み
上
げ
て
い
く
こ
と
よ
り
も
優
先
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
抗
日
の
宣
伝
が
繰
り
返
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
ウ
イ
グ
ル
民
衆
に
共
感
を
抱
か
せ
る
も
の
で
は
な
っ
た
。
政
権
は
ウ
イ
グ
ル
が
「
中
国
」

ネ
イ
シ
ョ
ン
の
一
員
と
し
て
自
ら
を
位
置
づ
け
さ
せ
る
よ
う
な
一
切
の
政
治
的
理
念
や
権
利
を
提
示
で
き
な
か
っ
た
。
ウ
イ
グ
ル
に
と
っ

て
抗
日
戦
争
は
遠
く
で
戦
わ
れ
て
い
る
戦
争
に
過
ぎ
ず
、
し
か
も
自
分
た
ち
を
抑
圧
す
る
体
制
が
敵
対
す
る
日
本
は
む
し
ろ
期
待
の
対
象

と
な
っ
）
67
（
た
。
さ
ら
に
ソ
連
が
戦
時
体
制
に
移
行
し
、
新
疆
に
経
済
的
に
力
を
注
ぐ
余
裕
を
失
う
に
つ
れ
て
、
完
全
に
ソ
連
に
依
存
し
て
い

た
新
疆
は
生
活
面
で
の
安
定
も
失
わ
れ
、
徐
々
に
秩
序
の
崩
壊
が
進
ん
で
い
っ
た
。

　
ウ
イ
グ
ル
の
人
々
が
期
待
を
抱
く
外
部
勢
力
に
は
、
中
国
の
中
央
政
府
も
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
新
疆
に
中
央
政
府
の
権
力
が

及
ん
で
い
な
い
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
抑
圧
し
て
い
る
主
体
は
あ
く
ま
で
も
盛
世
才
の
政
権
と
ソ
連
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
民
族

意
識
の
成
長
と
と
も
に
漢
族
自
体
を
抑
圧
の
主
体
と
認
識
す
る
見
方
も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
強
い
共
通
認
識
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
す
根
拠
は
な
い
。
む
し
ろ
二
〇
世
紀
前
半
の
新
疆
に
お
い
て
は
、
清
末
新
政
時
期
の
小
規
模
の
漢
語
教
育
の
強
制
を
除
け
ば
、

漢
文
化
へ
の
文
化
的
同
化
の
強
制
は
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
も
し
抑
圧
と
混
乱
を
取
り
除
く
力
を
有
す
る
な
ら
、
中
央
政
府

は
ウ
イ
グ
ル
の
そ
の
よ
う
な
期
待
を
重
要
な
心
理
的
基
盤
と
し
て
新
疆
を
再
統
合
で
き
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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（
１
）  

本
稿
で
は
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
Ｄ
・
ス
ミ
ス
の
議
論
に
依
拠
し
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
要
素
と
、
政
治
的
理
念
の
共
有
に
基
づ
い
た
権
利

と
義
務
の
平
等
性
、
す
な
わ
ち
市
民
的
要
素
の
並
存
す
る
も
の
と
考
え
る
。「
ネ
イ
シ
ョ
ン
形
成
」
と
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
核
と
な
る
エ
ス
ニ
ッ

ク
な
要
素
と
市
民
的
要
素
を
定
義
づ
け
、
民
衆
に
浸
透
さ
せ
る
過
程
を
さ
す
。
ア
ン
ト
ニ
ー
・
Ｄ
・
ス
ミ
ス
著
、
巣
山
靖
司
・
高
城
和
義
ほ
か
訳

『
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
　
歴
史
社
会
学
的
考
察
』、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
、
一
七
六
頁
。

（
２
）  
拙
論
「
一
九
三
〇
年
代
新
疆
盛
世
才
政
権
下
の
『
ソ
連
型
』
民
族
政
策
と
そ
の
政
治
的
矛
盾
」『
史
学
』
第
七
八
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
九
年 

一
二
月
。

（
３
）  

ラ
テ
ィ
モ
ア
著
、
中
国
研
究
所
訳
『
ア
ジ
ア
の
焦
点
』、
中
国
研
究
所
、
一
九
五
一
年
、
九
六
頁
。

（
４
）  

新
疆
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
編
『
新
疆
簡
史
』
第
三
巻
、
新
疆
人
民
出
版
社
、
烏
魯
木
斉
、
一
九
八
七
年
、
二
〇
六
頁
。

（
５
）  Allen S. W

hiting and G
eneral Sheng Shih⊖ts

’ai, Sinkiang: Pawn or Pivot?, M
ichigan State U

niversity Press, M
ichigan, 1958, 

p. 137.

（
６
）  

趙
明
「
怎
様
評
価
盛
世
才
」『
西
域
研
究
』
一
九
九
二
年
第
三
期
。
王
立
業
「
論
反
帝
会
及
其
與
盛
世
才
的
関
係
」『
新
疆
大
学
学
報
』（
哲
学

社
会
科
学
版
）、
一
九
九
八
年
第
二
六
巻
第
一
期
。
蔡
錦
松
『
盛
世
才
在
新
疆
』、
河
南
人
民
出
版
社
、
鄭
州
、
一
九
九
八
年
。
李
嘉
谷
「
試
析
盛

世
才
統
治
新
疆
前
期
的
親
蘇
親
共
政
策
」
欒
景
河
主
編
『
中
俄
関
係
的
歴
史
與
現
実
』、
河
南
大
学
出
版
社
、
開
封
、
二
〇
〇
四
年
、
三
六
二
〜

三
八
〇
頁
。

（
７
）  

こ
こ
で
い
う
「
国
家
建
設
」
と
は
、
集
権
的
で
効
率
的
な
行
政
制
度
の
構
築
の
過
程
を
さ
す
。
近
代
国
家
は
徴
税
と
治
安
維
持
を
越
え
た
広
範

囲
な
生
活
領
域
へ
の
行
政
の
介
入
を
伴
う
た
め
、
そ
の
よ
う
な
制
度
化
は
不
可
欠
で
あ
る
。「
ネ
イ
シ
ョ
ン
形
成
」
と
「
国
家
建
設
」
の
過
程
は

相
互
補
完
的
に
進
む
場
合
も
あ
る
が
、
多
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
社
会
に
お
い
て
は
「
国
家
建
設
」
の
進
展
が
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
形
成
」
を
阻
害
す
る
場
合

も
少
な
か
ら
ず
起
こ
る
。

（
８
）  

安
甯
『
新
疆
内
幕
』、
創
墾
出
版
社
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
一
九
五
二
年
、
一
〇
八
、
一
〇
九
頁
。
張
大
軍
『
新
疆
風
暴
七
十
年
』
第
七
冊
、
蘭

渓
出
版
社
、
台
北
、
一
九
八
〇
年
、
三
七
二
三
頁
。

（
９
）  

前
掲
、『
新
疆
簡
史
』、
二
九
二
頁
。

（
10
）  

鄧
文
儀
は
歓
迎
会
で
の
演
説
で
、
中
央
の
対
日
政
策
に
つ
い
て
、
な
ぜ
す
ぐ
に
対
日
戦
争
を
発
動
し
な
い
の
か
に
関
す
る
苦
衷
と
理
由
を
説
明

し
た
と
い
う
。
こ
の
対
日
政
策
が
盛
世
才
政
権
の
主
要
な
不
満
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
前
掲
、『
新
疆
内
幕
』、
八
一
、
八
二
頁
。

（
11
）  

一
九
三
四
年
盛
世
才
は
駐
ウ
ル
ム
チ
総
領
事
ア
プ
レ
ソ
フ
を
通
じ
て
ソ
連
に
手
紙
を
送
り
、
そ
こ
で
「
蒋
介
石
指
導
の
中
央
政
府
を
転
覆
す
る
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こ
と
が
中
国
を
救
い
、
新
疆
を
救
う
唯
一
の
道
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
盛
世
才
が
国
民
政
府
に
帰
順
し
た
後
、
ソ
連
に
よ
っ
て
国
民

政
府
に
暴
露
さ
れ
、
盛
世
才
も
そ
の
事
実
に
つ
い
て
は
認
め
て
い
る
。
中
国
国
民
党
中
央
委
員
会
党
史
委
員
会
編
印
『
中
華
民
国
重
要
史
料
初
編

―
対
日
抗
戦
時
期
　
第
三
編
、
戦
時
外
交
（
参
）』、
台
北
、
一
九
八
一
年
、
四
三
七
頁
。

（
12
）  
他
の
先
行
研
究
を
見
る
と
、
ホ
ワ
ィ
テ
ィ
ン
グ
は
、
盛
世
才
自
身
の
い
う
「
国
際
的
陰
謀
」
の
根
拠
は
乏
し
く
、
盛
世
才
の
疑
念
の
根
拠
が
な

に
か
は
分
か
ら
な
い
と
し
た
上
で
、
こ
れ
を
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
の
新
疆
へ
の
拡
大
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
現
在
か

ら
見
て
も
鋭
い
。
王
柯
は
盛
世
才
の
ソ
連
へ
の
接
近
が
単
に
「
ソ
連
の
力
を
利
用
し
て
そ
の
支
配
を
確
立
・
維
持
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
と
し
た

上
で
、
こ
の
粛
清
を
「
ソ
連
勢
力
の
存
在
に
よ
る
新
疆
省
の
二
重
権
力
構
造
に
対
す
る
盛
世
才
の
反
発
」
と
し
て
見
る
。
ま
た
民
族
政
策
の
実
質

的
破
綻
を
も
含
め
て
、「
二
重
権
力
構
造
に
お
け
る
ソ
連
勢
力
と
民
族
指
導
者
と
の
連
帯
に
対
す
る
盛
世
才
の
反
感
」
が
そ
の
重
要
な
動
機
で
あ

っ
た
と
し
て
い
る
。Allen S. W

hiting and G
eneral Sheng Shih⊖ts

’ai, op.cit., pp. 52⊖53.

王
柯
『
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
共
和
国
研
究
　
中
国

の
イ
ス
ラ
ム
と
民
族
問
題
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
、
七
六
〜
八
〇
頁
。

（
13
）  

張
式
琬
「
我
父
親
張
馨
的
一
生
」、
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
烏
魯
木
斉
市
委
員
会
文
史
資
料
研
究
委
員
会
編
『
烏
魯
木
斉
文
史
資
料
』
第
一

輯
、
新
疆
青
年
出
版
社
、
烏
魯
木
斉
、
一
九
八
二
年
、
六
三
〜
八
二
頁
。

（
14
）  

西
聯
華
「
監
獄
生
活
回
顧
」、
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
新
疆
維
吾
爾
自
治
区
委
員
会
文
史
資
料
研
究
委
員
会
編
『
新
疆
文
史
資
料
選
輯
』
第

七
輯
、
新
疆
人
民
出
版
社
、
烏
魯
木
斉
、
一
九
八
一
年
、
一
一
八
頁
。

（
15
）  India O

ffice Library and Records
（IO

R
）: Political &

 Secret Files, Collection 12, Turkestan, British Library, London, 2387, 
1937. 7. 22.

（
16
）  

中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
新
疆
維
吾
爾
自
治
区
委
員
会
文
史
資
料
研
究
委
員
会
、
新
疆
維
吾
爾
自
治
区
档
案
館
編
『
東
北
抗
日
義
勇
軍
在
新
疆

―
新
疆
文
史
資
料
第
二
三
輯
』、
新
疆
人
民
出
版
社
、
烏
魯
木
斉
、
一
九
九
一
年
、
七
八
、
七
九
頁
。

（
17
）  

ソ
連
指
導
部
か
ら
盛
世
才
と
ア
プ
レ
ソ
フ
に
宛
て
た
手
紙
の
全
文
は
、Raisa M

IRO
V
ITSKAYA and Andrei LED

O
V
SKY, 

“The Soviet 
U
nion and the Chinese Province of Xinjiang in the M

id⊖1930s

”, Far Eastern A
ffairs, Vol. 35, N

um
ber4, O

ctober⊖D
ecem

ber 
2007, pp. 94⊖97.

（
18
）  Allen S. W

hiting and G
eneral Sheng Shih⊖ts

’ai, op.cit., p. 207.
盛
世
才
「
牧
邊
瑣
憶
」『
五
十
年
政
海
風
雲

―
天
山
南
北
』、
春
秋

出
版
社
、
台
北
、
一
九
六
七
年
、
五
三
頁
。

（
19
）  

新
疆
省
権
力
を
握
っ
た
盛
世
才
は
、
自
ら
の
統
治
を
助
け
る
人
材
を
求
め
て
、
日
本
留
学
時
代
の
同
郷
の
友
人
で
あ
っ
た
何
語
竹
、
徐
廉
、
郎
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道
衡
ら
を
新
疆
に
招
い
た
。
彼
ら
は
「
十
大
博
士
」
と
称
さ
れ
た
。

（
20
）  Chinese Law and G

overnm
ent, vol. 30, no. 1, January⊖February 1997, pp. 57⊖66.

（
21
）  

楊
奎
松
『
張
学
良
與
中
共
関
係
之
謎
』、
江
蘇
人
民
出
版
社
、
南
京
、
二
〇
〇
六
年
、
一
三
八
〜
一
四
一
頁
。

（
22
）  
西
路
軍
の
残
存
兵
を
受
け
入
れ
る
際
、
コ
ム
ル
で
名
目
上
省
政
府
に
服
し
な
が
ら
も
独
自
の
軍
事
力
を
も
つ
自
律
的
存
在
で
あ
っ
た
ヨ
ル
バ
ー

ス
が
受
け
入
れ
に
抵
抗
し
た
た
め
、
盛
世
才
は
新
疆
で
最
も
先
進
的
装
備
を
備
え
た
教
導
第
四
大
隊
を
派
遣
し
、
さ
ら
に
増
援
軍
を
投
入
し
て
ヨ

ル
バ
ー
ス
軍
を
撃
破
し
た
。
こ
れ
は
盛
世
才
政
権
下
で
新
疆
が
安
定
を
回
復
し
て
か
ら
初
め
て
の
ウ
イ
グ
ル
有
力
者
に
対
す
る
武
力
行
使
で
あ
っ

た
。
従
来
の
方
針
を
変
え
て
で
も
実
現
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
、
盛
世
才
が
中
国
共
産
党
に
対
す
る
援
助
者
と
な
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
み

て
と
れ
る
。
李
国
卿
「
一
九
三
三
至
一
九
四
二
年
在
新
疆
的
点
滴
回
憶
」、
五
七
頁
、
尹
玉
衡
「
迎
接
西
進
長
征
紅
軍
来
新
疆
回
憶
片
断
」、
六
〇
、

六
一
頁
、
以
上
と
も
に
前
掲
、『
東
北
抗
日
義
勇
軍
在
新
疆

―
新
疆
文
史
資
料
第
二
三
輯
』。

（
23
）  

蔡
錦
松
は
盛
世
才
が
一
九
三
六
年
、
三
七
年
に
何
度
も
中
国
共
産
党
へ
の
加
入
を
求
め
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
三
六
年
三
月
十
五
日

の
王
明
へ
の
手
紙
で
は
、
若
い
頃
入
党
し
よ
う
と
し
た
が
周
囲
の
事
情
の
た
め
か
な
わ
ず
、
い
ま
も
そ
の
希
望
は
持
ち
続
け
て
い
る
と
伝
え
て
い

る
だ
け
で
、
初
め
て
連
絡
を
と
る
相
手
へ
の
挨
拶
程
度
に
し
か
入
党
に
関
し
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
西
路
軍
を
受
け
入
れ
た
際
、
陳
雲

に
も
入
党
を
求
め
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
当
時
西
路
軍
と
と
も
に
新
疆
に
入
っ
た
黄
火
青
の
一
九
八
三
年
の
座
談
会
で
の
発
言
に
基
づ
く
も
の

で
、
信
憑
性
は
高
く
な
い
。
簡
単
に
陳
雲
が
拒
絶
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
も
し
本
当
に
入
党
を
求
め
て
い
た
な
ら
、
そ
れ
ほ
ど
簡
単
に
す
ま
せ

ら
れ
る
申
し
出
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
や
は
り
一
九
三
七
年
一
一
月
に
王
明
に
申
し
出
た
の
が
最
初
の
正
式
な
入
党
の
申
し
出
だ
と
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。
盛
世
才
は
あ
く
ま
で
も
対
等
以
上
の
状
況
で
初
め
て
申
し
出
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
掲
、
蔡
錦
松
『
盛
世
才
在
新
疆
』、
二
四
四
〜

二
四
八
頁
。

（
24
）  Allen S. W
hiting and G

eneral Sheng Shih⊖ts
’ai, op.cit., pp. 186⊖188. 

一
九
三
八
年
三
月
一
六
日
任
弼
時
が
モ
ス
ク
ワ
へ
向
か
う
途
上

で
ウ
ル
ム
チ
に
立
ち
寄
り
、
延
安
で
入
党
の
申
し
出
が
政
治
局
員
全
員
か
ら
歓
迎
さ
れ
た
こ
と
と
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
ス
タ
ー
リ
ン
に
報
告
し
た

後
、
入
党
手
続
き
を
お
こ
な
う
こ
と
を
盛
に
伝
え
た
。
中
共
中
央
文
献
研
究
室
『
任
弼
時
年
譜
（
一
九
〇
四
―
一
九
五
〇
）』、
中
央
文
献
出
版
社
、

北
京
、
二
〇
〇
四
年
、
三
七
〇
頁
。

（
25
）  

彼
は
そ
こ
で
中
国
共
産
党
で
は
な
く
、
全
連
邦
共
産
党
（
後
の
ソ
連
共
産
党
）
へ
の
入
党
を
認
め
ら
れ
た
。Allen S. W

hiting and G
eneral 

Sheng Shih⊖ts

’ai, op.cit., pp. 204⊖207.

盛
の
モ
ス
ク
ワ
訪
問
の
事
実
は
、
鄧
発
の
デ
ィ
ミ
ト
ロ
フ
へ
の
手
紙
で
も
確
認
で
き
る
。Chinese 

Law and G
overnm

ent, vol. 30, no. 1, January⊖February 1997, p. 70.

ま
た
李
嘉
谷
は
ソ
連
の
外
交
史
料
に
よ
っ
て
、
会
談
の
存
在
を
確
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認
し
て
い
る
。
前
掲
、
李
嘉
谷
「
試
析
盛
世
才
統
治
新
疆
前
期
的
親
蘇
親
共
政
策
」、
三
七
二
〜
三
七
三
頁
。

（
26
）  Chinese Law and G

overnm
ent, vol. 30, no. 1, January⊖February 1997, pp. 75⊖78.

（
27
）  ibid., pp. 16⊖17.

（
28
）  
「
六
大
政
策
」
と
は
新
疆
の
基
本
政
策
と
し
て
一
九
三
五
年
以
来
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、「
反
帝
国
主
義
、
親
ソ
連
、
民
族
平
等
、
平
和
、

清
廉
、
建
設
」
を
内
容
と
す
る
。

（
29
）  
盛
世
才
は
一
九
三
九
年
七
月
新
疆
学
院
卒
業
式
で
初
め
て
こ
の
よ
う
な
内
容
の
演
説
を
お
こ
な
っ
た
と
、
実
際
に
そ
れ
を
聞
い
た
趙
明
は
述
べ

て
い
る
。
前
掲
、
趙
明
「
怎
様
評
価
盛
世
才
」、
三
七
頁
。
ま
た
二
ヵ
月
後
、
李
一
欧
が
軍
事
学
校
卒
業
式
で
同
様
の
演
説
を
し
、
全
文
が
雑
誌

『
反
帝
戦
線
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
共
青
団
新
疆
維
吾
爾
自
治
区
委
員
会
、
八
路
軍
駐
新
疆
弁
事
処
記
念
館
編
『
新
疆
民
衆
反
帝
聯
合
会
資
料

彙
編
』、
新
疆
青
少
年
出
版
社
、
烏
魯
木
斉
、
一
九
八
六
年
、
一
九
二
、
一
九
三
頁
。

（
30
）  

周
国
全
、
郭
徳
宏
『
王
明
伝
』、
安
徽
人
民
出
版
社
、
合
肥
、
一
九
九
八
年
、
一
五
二
、
一
五
三
頁
。

（
31
）  Chinese Law and G

overnm
ent, vol. 30, no. 2, M

arch⊖April 1997, pp. 12⊖14.

王
寿
成
の
本
名
は
兪
秀
松
で
、
一
九
二
〇
年
上
海
の

中
国
共
産
党
組
織
設
立
に
関
わ
っ
た
古
参
党
員
で
あ
っ
た
。
ソ
連
留
学
後
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
で
活
動
し
、
一
九
三
五
年
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
新
疆
に

派
遣
さ
れ
た
。
中
共
党
史
人
物
研
究
会
編
『
中
共
党
史
人
物
傳
』
第
二
五
巻
、
陝
西
人
民
出
版
社
、
西
安
、
一
九
八
五
年
、
八
〜
二
〇
頁
。

（
32
）  

同
上
、
一
七
〜
一
九
頁
。

（
33
）  

華
譜
編
訳
「《
季
米
特
洛
夫
日
記
》
中
有
関
中
国
革
命
重
大
事
件
的
記
述
」『
中
共
党
史
研
究
』、
二
〇
〇
一
年
第
五
期
、
七
六
頁
。

（
34
）  IO

R, 2383, 1941. 2. 6.

（
35
）  

前
掲
、
蔡
錦
松
『
盛
世
才
在
新
疆
』、一
〜
二
四
頁
。
前
掲
、
王
柯
『
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
共
和
国
研
究 

中
国
の
イ
ス
ラ
ム
と
民
族
問
題
』、
四
〇
〜 

四
二
頁
。
伊
原
吉
之
助
「
盛
世
才
の
新
疆
支
配
と
毛
沢
民
の
死

―
抗
日
戦
争
期
中
ソ
関
係
の
一
齣

―
」、
竹
内
実
編
『
転
形
期
の
中
国
』、
京

都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
研
究
報
告
、
一
九
八
八
年
、
一
三
七
〜
一
四
〇
頁
。

（
36
）  

七
項
目
救
国
綱
領
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
一
．
全
国
各
族
各
界
同
胞
が
心
を
ひ
と
つ
に
し
て
誠
実
に
団
結
し
、
中
国
を
救
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
二
．
内
戦
を
停
止
し
、
断
固
と
し
た
闘
争
に
よ
っ
て
中
国
へ
の
侵
略
と
瓜
分
に
反
対
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
三
．
全
国
各
族
各

界
同
胞
は
全
て
の
漢
奸
と
断
固
と
し
て
闘
争
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
四
．
帝
国
主
義
に
対
し
不
抵
抗
政
策
を
放
棄
し
、
も
っ
と
も
断
固
と
し
た

強
硬
な
外
交
政
策
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
五
．
外
か
ら
の
経
済
侵
略
と
密
輸
と
に
断
固
と
し
て
闘
争
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
六
．
全
力

で
国
の
経
済
と
農
工
商
業
を
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
七
．
孫
中
山
先
生
の
遺
嘱
に
従
っ
て
、
世
界
の
我
々
を
平
等
に
遇
す
る
民
族
と
と
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も
に
奮
闘
し
、
中
国
の
存
亡
の
危
機
を
救
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
掲
、『
新
疆
民
衆
反
帝
聯
合
会
資
料
彙
編
』、
四
七
〇
頁
。

（
37
）  

前
掲
、『
中
華
民
国
重
要
史
料
初
編

―
対
日
抗
戦
時
期
　
第
三
編
、
戦
時
外
交
（
参
）』、
四
三
七
頁
。

（
38
）  

前
掲
、
楊
奎
松
『
張
学
良
與
中
共
関
係
之
謎
』、
一
四
〇
、
一
四
一
頁
。

（
39
）  
張
友
坤
主
編
『
張
学
良
年
譜
』、
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
一
〇
二
一
、
一
〇
四
四
、
一
〇
四
五
頁
。

（
40
）  
前
掲
、
蔡
錦
松
『
盛
世
才
在
新
疆
』、
二
五
三
頁
。
前
掲
、『
中
華
民
国
重
要
史
料
初
編

―
対
日
抗
戦
時
期
　
第
三
編
、
戦
時
外
交
（
参
）』、

四
三
七
頁
。

（
41
）  

以
下
の
盛
世
才
の
言
葉
は
カ
シ
ュ
ガ
ル
の
カ
ー
ズ
ィ
長
が
モ
ス
ク
で
金
曜
の
祈
り
の
後
に
民
衆
に
伝
え
た
内
容
で
あ
る
。IO

R2383, 1938. 
11. 17.

（
42
）  IO

R2357, 1938. 1. 10, 1938. 1. 17.

（
43
）  

ア
ブ
ド
ゥ
ル
・
カ
ー
デ
ィ
ル
・
ハ
ジ
は
カ
シ
ュ
ガ
ル
区
出
身
者
で
タ
シ
ュ
ケ
ン
ト
に
渡
り
革
命
運
動
に
従
事
し
た
こ
と
が
あ
り
、
王
寿
成
ら
と

と
も
に
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
新
疆
に
派
遣
さ
れ
て
き
た
。
一
九
三
八
年
初
め
に
は
彼
も
盛
世
才
の
粛
清
対
象
と
な
り
逮
捕
さ
れ
た
。IO

R2392, 
W
ho

’s W
ho in Sinkiang, Corrected up to 26th July 1938, p. 12. IO

R2357, 1938. 3. 28.

（
44
）  

前
掲
、
安
甯
『
新
疆
内
幕
』、
一
〇
三
頁
。

（
45
）  IO

R2383, 1938. 7. 14.

（
46
）  IO

R2357, 1938. 2. 14, 1938. 4. 25.

（
47
）  IO

R2357, 1938. 3. 21. IO
R2358, 1938. 9. 29.

（
48
）  

日
本
製
品
は
英
国
籍
商
人
に
よ
っ
て
新
疆
に
輸
入
さ
れ
て
い
た
。IO

R2332, 1936. 10. 1. IO
R2364, 1936. 9. 24, IO

R2357, 1938.  
5. 16.

（
49
）  IO

R2364, 1935. 9. 19.

（
50
）  IO
R2383, 1938. 4. 14, 1938. 7. 14. IO

R2332, 1938. 8. 3.

（
51
）  IO
R2332, 1938. 12. 5.

（
52
）  IO

R2383, 1938. 11. 3.

（
53
）  

新
疆
維
吾
爾
自
治
区
档
案
局
、
中
国
社
会
科
学
院
辺
疆
史
地
研
究
中
心
、《
新
疆
通
史
》
編
撰
委
員
会
編
『
抗
日
戦
争
時
期
新
疆
各
民
族
民
衆

抗
日
募
捐
档
案
史
料
』、
新
疆
人
民
出
版
社
、
烏
魯
木
斉
、
二
〇
〇
八
年
、
三
二
〜
一
〇
〇
頁
。
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（
54
）  IO

R2383, 1938. 11. 10.

（
55
）  IO

R2332, 1939. 1. 5.
（
56
）  IO

R2383, 1939. 2. 2.
（
57
）  IO

R2383, 1941. 5. 29. IO
R2383, 1941. 6. 26.

（
58
）  
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
の
報
告
の
話
題
は
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
点
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、IO

R2383, 1938. 9. 1.

（
59
）  IO

R2358, 1938. 12. 27. Allen S. W
hiting and G

eneral Sheng Shih⊖ts

’ai, op.cit., p. 65.

（
60
）  IO

R2383, 1940. 5. 9.

（
61
）  IO

R2383, 1941. 7. 3, 1941. 8. 28.

（
62
）  IO

R2383, 1942. 3. 12, 1942. 3. 26.

（
63
）  IO

R2383, 1940. 5. 9.

（
64
）  

抗
日
戦
争
開
始
三
周
年
記
念
の
大
衆
集
会
で
、
演
説
者
が
ホ
ー
タ
ン
地
区
で
の
反
乱
と
、
政
府
軍
の
苦
戦
を
認
め
、
速
や
か
な
鎮
圧
を
約
束
し

て
い
る
。IO

R2383, 1940. 5. 16, 2383, 1940. 5. 30, 1940. 7. 11.

中
共
和
田
地
委
党
史
弁
公
室
編
『
抗
日
戦
争
時
期
中
共
党
人
在
和
田
』

は
、
ホ
ー
タ
ン
で
行
政
に
携
わ
っ
て
い
た
中
国
共
産
党
員
の
回
想
や
、
県
当
局
の
報
告
、
命
令
な
ど
様
々
な
史
料
を
載
せ
て
い
る
が
、
反
乱
が
起

こ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
一
九
四
〇
年
前
半
に
関
す
る
記
述
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
反
乱
の
主
体
、
状
況
な
ど
全
く
不
明
で
あ
る
。
中
共
和
田
地
委

党
史
弁
公
室
編
『
抗
日
戦
争
時
期
中
共
党
人
在
和
田
』、
新
疆
人
民
出
版
社
、
烏
魯
木
斉
、
一
九
九
五
年
。

（
65
）  IO

R2383, 1940. 4. 18.

（
66
）  IO

R2383, 1940. 5. 2.

（
67
）  

一
九
八
九
年
、
九
〇
年
に
新
疆
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
お
こ
な
っ
た
ル
デ
ル
ソ
ン
は
、
新
疆
に
は
広
く
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
や
ア
ド
ル
フ
・
ヒ

ト
ラ
ー
に
対
す
る
賛
美
が
存
在
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
背
後
に
も
三
〇
、
四
〇
年
代
の
歴
史
的
経
験
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。Justin 

Jon Rudelson. O
asis Identities: U

yghur N
ationalism

 A
long China

’s Silk Road, Colunbia U
niversity Press, N

ew
 York, 1997, 

pp. 72⊖75.
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木
下
　
恵
二
（
き
の
し
た
　
け
い
じ
）

　
所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
商
学
部
非
常
勤
講
師

　
　
　
　
　
　
　
杏
林
大
学
外
国
語
学
部
非
常
勤
講
師

　
　
　
　
　
　
　
横
浜
市
立
大
学
国
際
総
合
科
学
部
非
常
勤
講
師

　
　
　
　
　
　
　
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
際
コ
ミ
ニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
非
常
勤
講
師

　
最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程
単
位
取
得
満
期
退
学

　
所
属
学
会
　
　
ア
ジ
ア
政
経
学
会
、
日
本
国
際
政
治
学
会

　
専
攻
領
域
　
　
中
国
近
現
代
政
治
史

　
主
要
著
作
　
　「
一
九
三
〇
年
代
新
疆
盛
世
才
政
権
下
の
『
ソ
連
型
』
民
族
政
策
と
そ
の
政
治
的
矛

盾
」『
史
学
』
第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）

　
　
　
　
　
　
　「
楊
増
新
の
新
疆
統
治

―
伝
統
的
統
治
と
国
家
主
権

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』

第
四
八
号
（
二
〇
〇
一
年
）

　
　
　
　
　
　
　「
中
国
国
民
政
府
の
新
疆
統
治

―
一
九
四
二
〜
四
七
年

―
」『
法
学
政
治
学
論

究
』
第
三
八
号
（
一
九
九
八
年
）


